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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年７月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年１１月１０日 １１時５０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東北東方沖 

 犬吠埼灯台から真方位０６８°３.２海里付近 

 （概位 北緯３５°４３.８′ 東経１４０°５５.８′） 

インシデント調査の経過  平成２４年１２月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 新旗山
し ん きざ ん

、４９８トン 

 １３５０６２、株式会社官正 

 ７５.２２ｍ×１２.００ｍ×７.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年２月１９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年８月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月７日 

  免状有効期間満了日 平成２５年９月１８日 

機関長 男性 ３３歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１２年５月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年５月３０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機過給機損傷 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、大豆類約１,２００

ｔを積載し、犬吠埼東北東方沖を北進中、平成２４年１１月１０日１

１時５０分ごろ主機が異音を発した。 

 機関長は、機関監視室で当直業務を行っていたが、主機からの異音

を聞き、燃料油をＣ重油からＡ重油に切り替え、また、軸発から発電

補機に切り替えた上、船長に報告するため、甲板上に出て煙突を見た

ところ、煙突から黒煙を発していることを認めた。 

 機関長は、船長に状況を報告し、主機のクラッチを切って中立とす
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るように依頼したのち、機関室において主機を停止した。 

 本船は、機関長が主機の点検を行ったところ、４番シリンダの給気

管に焼けた跡が認められた。 

 機関長は、４番シリンダの吸気弁を抜き出したところ、吸気弁の弁

傘部に欠損を認めたため、予備の吸気弁と取り替えて主機を再始動し

たが、アイドリング回転では運転できたものの、クラッチを入れれ

ば、黒煙を発したため、４番シリンダの排気弁及び全シリンダの燃料

弁を取り替えて試運転を行ったが、状況は変わらなかった。 

 船長は、自力航行が不可能と判断し、海上保安庁に連絡するととも

に、タグボートを要請した。 

 本船は、来援したタグボートにえい
．．

航され、１１日０１時３０分ご

ろ茨城県鹿島港全農サイロ外航船桟橋に着桟した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

本船の主機は、過給機付き４サイクル６シリンダのディーゼル機関

であり、左舷側に燃料ポンプ及びプッシュロッドを、右舷側上部に排

気管を、下部に給気管を、後方に過給機をそれぞれ有し、各シリンダ

ヘッドには、中央に燃料噴射弁が、船首側及び船尾側にそれぞれ弁箱

を有した排気弁及び吸気弁が１個ずつ取り付けられていた。 

 主機のシリンダヘッドは、定期的に開放整備が行われ、その際に吸

気弁及び排気弁を取り外してすり合わせ整備が行われており、本イン

シデントの約１年１か月前にすり合わせ整備が行われていたが、吸気

弁及び排気弁を新替えした時期については、不明であった。 

 本船は、本インシデント後、４番シリンダの吸気弁及び排気弁並び

に全シリンダの燃料噴射弁を抜き出した結果、４番シリンダの吸気弁

の弁傘部に欠損が認められたものの、４番シリンダの排気弁及び全シ

リンダの燃料噴射弁に異常は認められなかった。 

 本船は、鹿島港における修理会社による点検の結果、過給機のノズ

ルリング及びタービン翼に曲損、欠損等が認められた。 

 本船は、主機の全シリンダの吸気弁を新替えした。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、犬吠埼東北東方沖を北進中、主機４番シリンダの吸気弁の

弁傘部が欠損したことから、欠損した破片が過給機に入り込んで過給

機のノズルリング及びタービン翼を損傷し、運航不能になったものと

考えられる。 

 主機の排気弁及び吸気弁は、本インシデントの約１年１か月前に整

備されていたものの、経年使用により吸気弁の弁傘部が欠損した可能
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性があると考えられるが、新替えした時期が不明であり、欠損に至っ

た詳細を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が犬吠埼東北東方沖を北進中、主機４番シ

リンダの吸気弁の弁傘部が欠損したため、欠損した破片が過給機に入

り込んで過給機のノズルリング及びタービン翼を損傷したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・吸気弁の損耗を定期的に測定し、摩耗限度に近づいた吸気弁につ

いては事前に新替えを行うこと。 

 


